
岐阜県地球温暖化防止活動推進センター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付要領実施細則

１ 総則

この細則は、岐阜県地球温暖化防止活動推進センター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付要領（以下「要

領」という。）の実施について定めるものとする。

２ 補助事業

要領第３条の補助の対象とする活動は、別表の事業区分に関する温室効果ガス吸収・削減に貢献できる環境

保全活動とする。

この場合、温室効果ガス吸収量・削減量が定量的に算定されていなければならないものとする。

３ 助成金の交付申請

要領第４条に規定する助成金の交付申請書の様式は、別記第１号様式とする。

４ 助成金の交付決定

要領第７条に規定する助成金の交付決定通知書の様式は、別記第２号様式とする。

５ 事業計画の変更等の承認申請

要領第９条第１項の規定により理事長の承認を受けようとする場合の申請書の様式は、別記第３号様式とす

る。

６ 状況報告

要領第１２条に規定する助成事業の遂行の状況報告書の様式は、別記第４号様式とする。

７ 実績報告書

① 要領第１５条に規定する実績報告書の様式は、別記第５号様式とする。

② 要領第１５条に規定する実績報告書の提出期限は、助成事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含む。以

下同様。）の日から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までとする。

８ 助成金の額の確定

要領第１６条に規定する助成金確定通知書の様式は、別記第６号様式とする。

９ 助成金交付請求書

要領第１８条第２項に規定する請求書の様式は、別記第７号様式とする。

１０ 書類、帳簿等の保存期間

要領第２５条に規定する書類、帳簿等の保存期間は、助成事業が完了した年度の翌年度以降５年間とする。

なお、本事業は国の資金を導入した事業であるため、助成事業者は、国の検査を受けることがある。

附則

この細則は、平成２２年９月１６日から施行する。



（別表）

事業区分 事業分野

新エネルギー関連 新エネルギー（太陽光・風力・小水力・バイオマス・地熱発電、水素・燃料電池、

温度差エネルギー、未利用エネルギー等）の利活用 など

省エネルギー関連 エネルギー効率化（省エネ空調、ヒートポンプ、コジェネレーションシステム、各

種節電機器）製品の利活用

環境対応車（電気自動車、水素自動車等）の利活用 など

温室効果ガス吸収関連 森林整備（植林・間伐） など

普及啓発活動 上記事業の普及啓発活動（イベント・展示会の開催等） など



第１号様式（第４条関係）

第 号

年 月 日

財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

理 事 長 様

（岐阜県地球温暖化防止活動推進センター）

申請者所在他

団 体 名

代表者職氏名 印

年度 岐阜県地球温暖化防止活動推進センター

岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付申請書

下記の事業を実施するにあたり、岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金の交付を受けたいので、

岐阜県地球温暖化防止活動推進センター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付要領第４条の規

定により関係書類を添えて申請します。

記

１ 助成金交付申請額 金 円

２ 助成金を受けて実施しようとする事業名

３ 添付書類

（１）事業実施計画書（別添１）

（２）収支予算書（別添２） 
（３）申請者の概要（別添３）

事務担当者名

連絡先電話番号



別添１（第４条関係）

事業実施計画書

１ 助成金を受けて実施しようとする事業名

２ 目 的

３ 事 業 費 総事業費 円

助成金額 円

４ 事 業 内 容

５ 事業の実施場所

６ 実 施 方 法

７ 実 施 期 間 平成 年 月 日 ～ 平成 年 月 日

８ 事 業 効 果

９ 他の助成金等の交付実績



記載上の注意

１ 事業内容について

具体的かつ簡潔に記載すること。次の事項の説明は必須要件。

・事業概要（申請する事業の概要を記載）

・事業の詳細

（説明資料を別葉とする場合や補足する資料を添付する場合には、添付資料名を記すこと）

・事業の目的

・温室効果ガス排出削減量

・事業のアピールポイント

（これまでの事業と比較して異なる点、重要なポイント）

・実現可能性

（事業性の確認、国内の取り組み状況）

・将来性

（社会情勢、ニーズ等への対応、補助事業終了後の事業継続可能性と発展性とその理由）

・事業の魅力

（事業計画の魅力、他への規範性又は地域への波及効果、地域への影響等）

・先進性

（取組の先進性、新規性、優位性、独自性）

・事業実施体制

（組織図、規約など）

２ 事業効果について

事業実施により直接的に得られる効果、温室効果ガス排出削減効果について具体的に記入す

ること。

３ 他の助成金等の交付実績

本助成事業に関連して国、県、市町村、その他の助成事業の交付を受けている場合や助成事

業の申請を予定している場合は、その事業名や金額、交付や申請の概要を記すこと。



別添２（第４条関係）

収支予算書

収入の部 （単位：円）

項 目 予 算 額 摘 要

計

支出の部 （単位：円）

項 目 予 算 額 摘 要

計



別添３（第４条関係）

申 請 者 の 概 要

名 称

代表者職氏名

設立年月日 年 月 日

所 在 地

電話番号・FAX番号
HPアドレス・
e-mailアドレス

従業員(構成員)数

資本金・出資金

業種及び主たる事業

そ の 他

記入上の注意
業種及び主たる事業について、パンフレット等がある場合は添付してください。



第２号様式（第７条関係）

第 号

年 月 日

様

岐阜市曙町４丁目６番地

財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

理 事 長 印

（岐阜県地球温暖化防止活動推進センター）

年度 岐阜県地球温暖化防止活動推進センター

岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付決定通知書

年 月 日付け第 号で申請のあった 年度岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金について

は、岐阜県地球温暖化防止活動推進センター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付要領（以下

「要領」という。）第７条の規定により下記のとおり交付する。

記

１ この助成金の対象となる事業は、 年 月 日付けで申請のあった 年度岐阜県地球温暖化

防止活動推進センター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付申請書のとおりとする。

２ 助成事業に要する経費及び助成金の額は、次のとおりとする。ただし、助成事業の内容が変

更された場合における助成事業に要する経費及び助成金の額については、別に通知するところ

によるものとする。

助成金の額 金 円

３ 財団法人岐阜県公衆衛生検査センター（以下「公衛検」という。）が交付する助成金交付の

条件は、次のとおりとする。

（１）助成事業の内容及び経費の配分を変更しようとする場合は、事前に公衛検の承認を受ける

こと。ただし、次号に定める軽微な変更についてはこの限りではない。

（２）前号に定める軽微な変更とは、次に掲げる変更をいう。

ア 助成目的の達成に支障をきたさない事業計画の細部の変更

イ ２０パーセント以内の経費の配分の変更

（３）助成事業を中止し、又は廃止する場合は公衛検の承認を受けること。

（４）助成事業が予定期間に完了しない場合又は当該助成事業の遂行が困難になった場合におい

ては、速やかに公衛検に報告して、その指示を受けること。

（５）公衛検が必要と認めるときはその指示に従って助成事業の遂行状況を報告すること。

（６）助成事業を行うために契約その他経費を支出する場合においては、適正かつ効率的に行う

こと。



（７）助成事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書を公衛検に提出すること。

（８）助成事業に係る経理について収支の事項を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの

書類を助成事業が完了した日の属する関係年度終了後５年間保存すること。

５ 助成事業者は、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件等に従い、善良な管理者の注 
意をもって助成事業を行い、助成金を他の用途に使用してはならない。

６ 助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服がある場合は、当該交付決定の日か

ら１５日以内に申請の取下げをすることができる。

７ 助成事業者は、要領に従わなければならない。



第３号様式（第９条関係）

第 号

年 月 日

財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

理 事 長 様

（岐阜県地球温暖化防止活動推進センター）

申請者所在他

団 体 名

代表者職氏名 印

年度 岐阜県地球温暖化防止活動推進センター

岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金（変更・中止・廃止）承認申請書

年 月 日付け 第 号で助成金の交付決定のあった岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助

成金事業の実施については、下記により

助成事業に要する経費の配分を変更したいので

助成事業の内容を変更したいので

助成事業を中止したいので

助成事業を廃止したいので

承認されるよう申請します。

記

１ 変更後の助成金交付申請額 金 円

２ 変更（中止・廃止）しようとする事業名

３ 変更（中止・廃止）しようとする内容

４ 変更（中止・廃止）の理由（具体的に記入すること。）

５ 添付書類

（１）変更事業計画書（別添１）

（２）変更収支予算書（別添２）

（３）当該事業の変更について議決した役員会等の議事録（写し）を添付すること。



別添１（第９条関係）

変更事業計画書

区 分 当 初 計 画 計 画 変 更

事業名

（１）実施（予定）

期 間

（２）実施（予定）

場 所

（３）実施の具体的

な内容等

（４）そ の 他



別添２（第９条関係）

変更収支予算書

収入の部 （単位：円）

当 初 計 画 変 更 計 画

項 目

予算額（旧） 予算額（新） 摘 要

計

支出の部 （単位：円） 

当 初 計 画 計 画 変 更

項 目

予算額(旧) 予算額(新) 摘 要

計



第４号様式（第１２条関係）

第 号

年 月 日

財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

理 事 長 様

（岐阜県地球温暖化防止活動推進センター）

申請者所在他

団 体 名

代表者職氏名 印

年度 岐阜県地球温暖化防止活動推進センター

岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金遂行状況報告書

年 月 日付け 第 号で交付決定を受けた 年度岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成

金の事業の遂行状況（ 年 月 日現在）について、岐阜県地球温暖化防止活動推進セン

ター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付要領第１２条の規定により下記のとおり報告します。

記

（単位：円）

事業名

交 付 決 定

年 月 日

交付決定額 支 出 額 事 業 の 進 捗 状 況



第５号様式（第１５条関係）

第 号

年 月 日

財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

理 事 長 様

（岐阜県地球温暖化防止活動推進センター）

申請者所在他

団 体 名

代表者職氏名 印

年度 岐阜県地球温暖化防止活動推進センター

岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金事業実績報告書

年 月 日付け 第 号で交付決定のあった岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金事業

を完了したので、岐阜県地球温暖化防止活動推進センター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交

付要領第１５条の規定により関係書類を添えて報告します。

記

１ 助成金交付決定額 金 円

２ 助成金交付の対象となった事業名

３ 事業実績の概要

４ 事業効果（温室効果ガス排出量削減効果）

５ 添付書類

（１）事業実績報告書（別添１）

（２）収支決算書（別添２）

（３）上記に関する証拠書類等

① 領収書の写し 
② その他経費の支出状況等を証するのに必要な書類

③ 成果品（印刷物等）その他参考となる書類

④ 活動記録写真



別添１（第１５条関係）

事業実績報告書

区 分 説 明

事 業 名

実 施 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

実 施 場 所

実 施 の

具体的内容

（申請書の内容と対応させて、事業の経過並びに内容について図面又

は写真等も含めて詳細に記入すること）

（注）報告書等関係資料がある場合は、別途添付すること。



別添２（第１５条関係）

収支決算書

収入の部 （単位：円）

項 目 予 算 額 実 績 額 摘 要

計

支出の部 （単位：円）

項 目 予 算 額 実 績 額 摘 要

計



第６号様式（第１６条関係）

第 号

年 月 日

様

岐阜市曙町４丁目６番地

財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

理 事 長 印

（岐阜県地球温暖化防止活動推進センター）

印

年度 岐阜県地球温暖化防止活動推進センター

岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金確定通知書

年 月 日付け 第 号で交付決定した 年度岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金につい

ては、岐阜県地球温暖化防止活動推進センター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付要領第１

６条の規定により、下記のとおり助成金の額を確定しましたので通知します。

記

１ 助成金 金 円

２ 事業名



第７号様式（第１８条関係）

第 号

年 月 日

財団法人岐阜県公衆衛生検査センター

理 事 長 様

（岐阜県地球温暖化防止活動推進センター）

申請者所在他

団 体 名

代表者職氏名 印

年度 岐阜県地球温暖化防止活動推進センター

岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金交付請求書

年 月 日付け 第 号で交付決定を受けた 年度岐阜県地球温暖化防止活動推進セ

ンター岐阜県環境ＮＰＯ等支援事業助成金の支払を受けたいので、下記のとおり請求します。

記

交付決定額 円

助成金確定額 円

今回請求額 円

（振込先金融機関名）

（口座の種類） 普通・当座

（口座番号）

（
ふ り が な

口座名義）


